
 

           
 

営農者会 会報 

２０２０年８月５日・第７号  

第７号は、「第４回通常総会」（書面議決）の内容と新型コロナウイルス感染症に係る農

業者向け助成金関係の情報とさせていただきます。 

第４回通常総会は、この度の新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、運営を変更し、

書面議決として通常総会を開催させていただきました。 

つきましては、次の３議案の全てが原案どおり承認可決されました。 

・第１号議案 ２０１９年度事業報告（案）並びに収支決算（案）の承認について 

・第２号議案 ２０２０年度事業計画（案）並びに収支予算（案）の承認について 

・第３号議案 規約の一部改正（案）について     

◆経営継続補助金について 
 新型コロナウイルス感染症の影響を克服するために感染拡大防止対策を行いつつ、販路

回復・開拓や事業継続・転換のための機械・設備の導入や人手不足解消の取組を総合的に

支援することにより、農業者の経営継続を後押しする事業です。 

第１次募集が終了し、７月１５日に第２次募集を９月中旬より開始する旨の報道発表が

ありました。 

 「経営継続補助金」は、売上減少に関係なく、中小含めた農業者（個人および法人）を

対象に、経営継続に向けた取組に対して補助率 3／4（上限 100 万円）、新型コロナウイ

ルス感染防止対策に対して定額（上限50万円）を助成する補助金（自己負担あり）です。 

 ○活用事例 消毒機械、野菜移植機など 

 事業申請については、JA が窓口となっておりますので、最寄の各支店や経済センター

にお問い合わせください。（JA 系統版申請書類・様式は、JA 全中のホームページにも掲

載されております。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都中央農業協同組合 

経済部営農販売課 

（営農者会事務局・発行） 
〒617-0826 

京都府長岡京市開田4丁目14-8 

ＪＡ京都中央本店経済部内 



 

 

 ◆高収益作物次期作支援交付金について 
 新型コロナウイルス感染症の発生により、需要が減少し、市場価格が低落する等の影響

を受けた野菜・花き・果樹・茶等の高収益作物について、次期作に前向きに取り組む生産

者に対して、国からの交付金が交付されます。 

 交付対象者は、２０２０年２月から４月の間に野菜、花き、果樹、茶について、出荷実

績がある又は廃棄等により出荷できなかった生産者の方。申請窓口は、各市町の農林部局

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆みのり姫のふれあいマルシエ （地域特産物の即売会） 

７月１６日（木曜日）ＪＡ京

都中央と営農者会の事業支援

による、第３回目となる農産物

の即売会を神足支店東側の駐

車スペースを活用し、開催致し

ました。 

 即売会は、前回同様、管内の特産物や各地域の魅力を情

報発信し、消費者に伝えることと、新たな販売方法の拡大

を図ることを目的に行いました。当日は多くの消費者で賑わいました。 

◆夏季限定キャンペーン商品カタログ 
今回、第８次経営刷新３ヵ年計画の２年目にあたり、

計画に基づき、カタログによる商品販売を「夏季限定キ

ャンペーン商品カタログ」と

して取組を開始しております。 

本、カタログは、当ＪＡが

厳選した取扱商品になってお

りますので、是非、この機会

にお申込みいただきますよう

よろしくお願い申し上げます。 

 

 


